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徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月

一
日
次
の
事
務
を
公
益
財
団
法
人
徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
委
託
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

徳
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

使
用
料
（
徳
島
県
蔵
本
公
園
（
駐
車
場
を
除
く
。
）
及
び
徳
島
県
鳴
門
総
合
運
動
公
園
の
有
料
公
園
施

設
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
徴
収
の
事
務

二

徳
島
県
立
中
央
武
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
六

号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月

七
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

リ
コ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
五
番
二
号

中
村

徳
晴

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
阿
南
店

所
在
地

阿
南
市
日
開
野
町
谷
田
八
九
一
番
地
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
変
更
前
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

リ
コ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
四
番
一
号

中
村

徳
晴

変
更
後
氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

リ
コ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
五
番
二
号

中
村

徳
晴

４

変
更
年
月
日

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
十
月
九
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
阿
南
市
産
業
部
商
工
戦
略
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
七
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項



氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
阿
南
市
産
業
部
商
工
戦
略
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
板
野
店

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
島
中
須
八
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
板
野
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

来
店
経
路
に
つ
い
て
、
県
道
徳
島
引
田
線
と
店
舗
北
側
を
通
る
町
道
と
の
交
差
点
（
以
下
「
店
舗

北
西
交
差
点
」
と
い
う
。
）
の
み
な
ら
ず
、
店
舗
東
側
を
通
る
町
道
を
利
用
す
る
藍
住
町
方
面
か
ら

の
来
店
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
。

店
舗
北
西
交
差
点
か
ら
直
道
交
差
点
ま
で
の
間
の
信
号
が
連
動
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
区
間
に

お
い
て
更
な
る
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
。

店
舗
北
西
交
差
点
か
ら
東
方
向
へ
の
進
行
に
つ
い
て
、
南
方
か
ら
の
来
場
に
よ
る
進
入
し
か
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
徳
島
板
野
警
察
署
板
野
庁
舎
前
を
起
点
と
す
る
町
道
を
東
進
し
、
店
舗
北
西

交
差
点
に
合
流
す
る
経
路
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
。

２

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

店
舗
北
側
を
通
る
町
道
の
店
舗
北
西
交
差
点
か
ら
店
舗
北
東
の
住
宅
地
付
近
ま
で
の
区
間
に
つ
い

て
、
北
側
部
分
に
歩
道
を
設
け
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

３

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

夜
間
に
お
け
る
車
か
ら
の
照
明
が
近
隣
住
民
に
対
し
光
害
と
な
ら
な
い
よ
う
、
対
応
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
板
野
町
産
業
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業

部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
動
旋
回
式
二
ト
ン
ピ
ラ
ー
形
ジ
ブ
ク
レ
ー
ン

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
農
山
漁
村
振
興
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

大
久
保
産
業
株
式
会
社

徳
島
市
昭
和
町
八
丁
目
八
番
地

五

落
札
金
額

四
千
四
百
二
十
二
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
八
月
十
二
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
長
生
町
南
千
足
一
七

番
一
地
先
か
ら

旧

九
・
〇
～
一
二
・
四

五
四
・
一

４

同

一
六

羽
ノ
浦
福
井

２

番
五
地
先
ま
で

同

新

一
一
・
三
～
一
二
・
四

五
四
・
一



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

道

路

指
定
の
番
号

指
定
の
年
月
日

幅

員

延

長

位

置

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

第
千
二
百
十
号

令
和
七
年
十
一

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
字
本

五
・
〇
〇

二
二
・
四
六

月
七
日

郷
二
八
三
番
一
の
一
部



公

告

徳
島
健
康
生
活
協
同
組
合
職
員
労
働
組
合
か
ら
二
〇
二
五
年
秋
闘
の
要
求
に
関
し
て
令
和
七
年
十
一
月
八

日
以
降
、
同
組
合
員
が
従
事
す
る
次
の
職
場
に
お
い
て
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働

関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

徳
島
健
康
生
協
本
部

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

徳
島
健
康
生
協
健
康
づ
く
り
事
業
部

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

徳
島
健
生
病
院

三
好
市
井
川
町
吉
岡
一
二
七-

二

健
生
西
部
診
療
所

阿
南
市
津
乃
峰
町
新
浜
一
二

健
生
阿
南
診
療
所

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
東
開
一
四-

一

健
生
き
た
じ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
二
一
五
五
番

健
生
石
井
ク
リ
ニ
ッ
ク

徳
島
市
北
前
川
町
五
丁
目
一
〇

健
生
歯
科

鳴
門
市
撫
養
町
木
津
字
西
小
沖
七
三
二-

二

健
生
歯
科
な
る
と

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

健
生
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

健
生
さ
わ
や
か
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

と
く
し
ま
健
生
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
吉
野
本
町
六
丁
目
三
〇-

四

と
く
し
ま
健
生
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

健
生
か
が
や
き
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

名
西
郡
石
井
町
高
川
原
字
高
川
原
二
一
五
五
番

健
生
石
井
老
健
う
ぐ
い
す

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九
番
地

と
く
し
ま
健
生
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
好
市
井
川
町
吉
岡
一
六
一-

一



西
部
健
生
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
好
市
山
城
町
大
川
持
字
中
ハ
シ
五
八
三-

四

山
城
健
生
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
八
七
七-

一

健
生
西
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
で
し
こ



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
八
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採
用
試
験
の
名
称
及
び
施
行
年
月
日

採
用
候
補
者
数

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日

行
政
事
務
以
下
四
試
験
区
分

二
十
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
及
び
二
十
四
日

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員
採
用
試
験

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

○
第
一
次
試
験

学

校

事

務

三
名

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿
は
、
令

和
七
年
十
月
二
十
九
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
七
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

採

用

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日


